
予
防
接
種
法
及
び
検
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
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法
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二
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○

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
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第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
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指
定
す
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

５
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○

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
三
十
四
条

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
二
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規

第
三
十
四
条

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
二
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
条
（
法
第
六
条

定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
条
（
法
第
六
条

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に
限
り
、
附
則

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自

県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受

す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

託
事
務
と
す
る
。

２

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
の
二
及
び
第
七
条
（
法
第
六
条
第
一
項
又
は

２

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
の
二
及
び
第
七
条
（
法
第
六
条
第
一
項
又
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
六

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
六
条

条
（
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
市

（
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一

号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附

則

附

則

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例
）

５

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
（
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七

（
新
設
）

条
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
政
令
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
中
「
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
場
所
、
使
用
す
る
ワ

ク
チ
ン
」
と
、
第
八
条
中
「
Ａ
類
疾
病
又
は
Ｂ
類
疾
病
」
と
あ
る
の
は
「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機

関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
十
条
か
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ら
第
十
三
条
ま
で
の
見
出
し
、
第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
十
五

条
の
見
出
し
、
第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
見
出
し

中
「
Ａ
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
臨
時
の
予
防
接
種
」
と
す
る
。
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○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

政
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政
令

事
務

政
令

事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

予
防
接
種
法
施
行
令
（

一

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
二
（

予
防
接
種
法
施
行
令
（

一

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
二
（

昭
和
二
十
三
年
政
令
第

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接

昭
和
二
十
三
年
政
令
第

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接

百
九
十
七
号
）

種
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七

百
九
十
七
号
）

種
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七

条
（
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規

条
（
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に
限
り

定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に
限
る

、
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

二

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
の
二
及
び

二

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
の
二
及
び

第
七
条
（
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項

第
七
条
（
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に

の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
第
十
六
条
（
第
二
十
三

限
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
附
則
第
五
項
の

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と

並
び
に
第
十
六
条
（
第
二
十
三
条
に
お
い

と
さ
れ
て
い
る
事
務

て
準
用
す
る
場
合
及
び
附
則
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

一

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

一

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

感
染
症
を
検
疫
法
第
三

二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第

感
染
症
を
検
疫
法
第
三

二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第

十
四
条
第
一
項
の
感
染

二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
同

十
四
条
の
感
染
症
の
種

二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
同
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症
の
種
類
と
し
て
指
定

条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準

類
と
し
て
指
定
す
る
等

条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準

す
る
等
の
政
令
（
令
和

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
項
の

の
政
令
（
令
和
二
年
政

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
項
の

二
年
政
令
第
二
十
八
号

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置

令
第
二
十
八
号
）

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置

）

す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と

す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務

さ
れ
て
い
る
事
務

二

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

二

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処

三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
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○

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
感
染

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
検
疫
法
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の
種

症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令

類
と
し
て
指
定
す
る
等
の
政
令

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
指
定
）

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
指
定
）

第
一
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

第
一
条

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世

ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世

界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報

界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報

告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
三
条
（
同

告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
三
条
（
同

条
の
表
を
除
く
。
）
に
お
い
て
単
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と

条
の
表
を
除
く
。
）
に
お
い
て
単
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と

い
う
。
）
を
検
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
感

い
う
。
）
を
検
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
感
染
症
の

染
症
の
種
類
と
し
て
指
定
す
る
。

種
類
と
し
て
指
定
す
る
。

（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
）

（
法
第
三
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
）

第
二
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

第
二
条

法
第
三
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
同
日
か
ら
起
算

感
染
症
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
同
日
か
ら
起
算
し
て
一

し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
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